入札説明書
　南中学校トイレ改修工事に係る入札公告に基づく条件付き一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、入札説明書によるものとする。
本工事は、建設業における働き方改革に資する取組として、「週休２日を確保する発注者指定型の週休２日確保工事」であり、予定価格の算定にあたり４週８休以上の現場閉所率による経費の補正（通期の４週８休以上）を行っている。
　その他必要な事項は特記仕様書に記載する。
１　入札参加資格
　　公告で指定された期限までに一般競争入札参加資格確認申請書等の提出書類について提出しない者は、本入札に参加することができない。

２　入札手続等
（１）　入札への参加を希望する者は、次に掲げる書類を公告で指定された提出場所へ持参し、参加資格について確認を受けなければならない。なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。
ア　一般競争入札参加資格確認申請書
イ　一般競争入札参加資格確認申請書受付票

ウ　配置予定技術者の資格及び工事の経験書
エ　上記技術者の資格証の写し及び雇用関係の確認できる書類の写し
オ　総合評定値通知書の写し
（２）　提出期限以降における、一般競争入札参加資格確認申請書等の提出書類の差し替え及び再提出は認めない。
（３）　入札参加資格確認のため、必要な資料の追加提出を求める場合がある。

３　入札参加資格確認の結果について
（１）　入札参加資格確認の結果については、令和８年４月２７日（月）に書面で通知する。
（４）　入札参加資格がないと認められた者がその理由について説明を求める場合は、その旨を記載した書面を、令和８年４月３０日（木）まで財政課に提出するものとする。
（５）　入札参加資格がないと認められた者から、その理由について説明を求められた場合は、令和８年５月１日（金）までに、書面により回答するものとする。
４　設計図書の閲覧及び貸出期間並びに閲覧場所
　　本件工事に係る設計図書について、次により閲覧を行う。

（１）　閲覧期間
令和８年４月１５日（水）から令和８年５月１１日（月）まで
（２）　閲覧場所

　　　　上山市ホームページ（ダウンロード可）
５　本件工事に係る設計図書等に対する質問等
（１）　本件工事に係る設計図書等に対して質問がある場合は、その旨を記載した書面を令和８年４月２２日（水）までに、財政課に提出するものとする。
（２）　質問に対する回答は、質問者に書面により通知するとともに次のとおり閲覧に供する。
　　ア　閲覧期間
令和８年４月２７日（月）から令和８年５月８日（金）まで　の午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
　　イ　閲覧場所
　　　　上山市財政課（本庁舎２階）
６　入札の延期、中止等
（１）　天災、地変及び災害等により入札執行が困難なとき、入札の延期、中止又はとりやめることがある。
（２）　正常かつ公平な入札執行が困難と認められる場合、その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期、中止又はとりやめることがある。

７　入札の方法等
（１）　入札については、上山市財務規則及び入札条件（上山市）によるものとする。

（２）　入札書は、持参によるものとする。
（３）　入札に参加する者は、入札に先立ち、入札参加資格があると認められた旨の通知書又はその写しを提示する。
（４）　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載する。
（５）　本件工事の入札について、上山市最低制限価格査制度は未設定である。
（６）　入札時に、積算内訳書を提出すること。（内訳書様式は、上山市ホームページでダウンロード可）
８　契約の締結

（１）　本件工事に係る請負契約の締結については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び上山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分並びに財産の管理等に関する条例（昭和３９年上山市条例第１号）第２条の規定により、議会の議決を要する。

（２）　落札決定の通知を受けた日から５日以内に仮契約を締結し、議会の議決を経て、本契約とするものとし、その旨別途通知する。

（３）　落札決定から議会の議決を経るまでの間に落札者が次のいずれかに該当したときは、仮契約を締結しない、又は解除することがある。

ア　入札参加資格のいずれかの要件を満たさなくなったとき。

イ　指名停止の措置を受けたとき。

ウ　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項又は第５項の規定による営業停止の命令を受けたとき。

（４）　本件工事の入札及び契約に関する提出書類に虚偽の記載があることが判明したときは、契約を解除することがある。
９　その他
（１）　上山市財務規則、上山市建設工事請負契約約款及びその他関係条項等については、上山市のホームページにおいて閲覧することができる。
（２）　上山市建設工事請負契約約款第３６条の規定に基づき、前払金の請求が可能である。
